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働き方改革の
推進に向け
特別チームを

新設
労働新聞2月26日号一面より

36 協定の届出はお済でしょうか
36 協定とは、正式には「時間外・休日労働に関する協定届」という協定届のことです。法定労働時間 (1 日
8時間、1週 40時間 )を超えて労働させる場合や、休日労働をさせる場合には、労働者側 (労働者の代表者、
労働組合など )と事業主の間で事前に 36協定を締結し、事業所の管轄労働基準監督署に提出することが義務
付けれらています。もし 36 協定の締結、提出をせずに残業をさせた場合には労働基準法違反となってしまう
ので必ず提出しましょう。 ※所定労働時間が 1日 7時間の事業所が法定労働時間 (1日 8時間 )を超えない範
囲で残業をしてもらうのには 36協定は必要ありません。

今回の通信では､厚生労働省が
平成 30 年 4 月から全国の労
働基準監督署に働き方改革の
為に新設予定の特別チームに
関する記事をピックアップし
ました。

従来の厚生労働省による監督
指導により､中小企業での労働
時間等に関する法制度の周知
不足が明白になった為､中小企
業の法制度の周知と法令遵守
により働き方改革を推進する
ために新設されるのが特別
チームです。

労働時間相談・支援班と調査・
指導班の 2 班で構成されます。
（※併せて労働時間相談・支援
コーナーを設置予定）
労働時間相談･支援班は長時間
労働削減に取り組めるよう､き
め細かな相談に応じ､調査･指導
班では､長時間労働抑制や､健康
障害防止のための監督指導を
専門的に実施する予定です。


